
射水市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

　　令和６年３月１９日 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第１０号 

　　　射水市介護保険条例の一部を改正する条例 

　射水市介護保険条例（平成１７年射水市条例第１５５号）の一部を次のよう

に改正する。 

　第３条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令

和８年度」に改め、同項第１号中「３３，３００円」を「３１，５００円」に

改め、同項第２号中「４８，１００円」を「４５，０００円」に改め、同項第

３号中「５１，８００円」を「４９，１００円」に改め、同項第４号中「６６，

６００円」を「６７，５００円」に改め、同項第５号中「７４，０００円」を

「７５，０００円」に改め、同項第６号中「８８，８００円」を「９０，００

０円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第７号中「９２，５０

０円」を「９３，７００円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１

１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項

第８号中「１１４，７００円」を「１０８，７００円」に改め、同号ア中「２

５０万円」を「２１０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１

１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項

第９号中「１３６，９００円」を「１１６，２００円」に改め、同号ア中「２



５０万円」を「２１０万円」に、「２９０万円」を「２５０万円」に改め、同

号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１

４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１０号中「１４０，６００円」を「１

３１，２００円」に改め、同号ア中「２９０万円」を「２５０万円」に、「４

００万円」を「２９０万円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１１号中

「１４４，３００円」を「１３５，０００円」に改め、同号ア中「４００万円」

を「２９０万円」に、「７００万円」を「３２０万円」に改め、同号イ中「部

分を除く。)」の次に「、次号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」

を加え、同項第１２号中「１４８，０００円」を「１６５，０００円」に改め、

同号を同項第１６号とし、同項第１１号の次に次の４号を加える。 

　（１２）　次のいずれかに該当する者　１３８，７００円  

　　ア　合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの  

　　イ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分  

　　　による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ又

は第１５号イに該当する者を除く。）  

　（１３）　次のいずれかに該当する者　１４２，５００円  

　　ア　合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満である者であり、かつ、 

　　　前各号のいずれにも該当しないもの  

　　イ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分  



による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１ ）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１５号イ

に該当する者を除く。）  

　（１４）　次のいずれかに該当する者　１５０，０００円  

　　ア　合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満である者であり、かつ、 

　　　前各号のいずれにも該当しないもの  

　　イ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１ ）に係る部分を除く。）、又は次号イに該当する

者を除く。）  

　（１５）　次のいずれかに該当する者　１５７，５００円  

　　ア　合計所得金額が６２０万円以上７２０万円  

　　イ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第３条第２項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令

和８年度」に、「１８，５００円」を「１８，７００円」に改め、同条第３項

中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年度」に、

「１８，５００円」を「１８，７００円」に、「２９，６００円」を「３０，

０００円」に改め、同条第４項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和

５年度」を「令和８年度」に、「１８，５００円」を「１８，７００円」に、

「４８，１００円」を「４８，７００円」に改める。 



　　　附　則 

　（施行期日）  

第１条　この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

　（経過措置）  

第２条　この条例による改正後の射水市介護保険条例第３条の規定は、令和６　

年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


